
隠岐汽船接続バス（レインボー接続線・フェリー接続線） 

運賃改定（案）に関するパブリックコメント（意見募集）について 

 

１，ご意見募集について 

　一畑バス株式会社では、隠岐汽船接続バス（レインボー接続線・フェリー接続線）につい

て、道路運送法第 9条第 4項に規定する運賃協議会において、令和 8 年 4 月から路線バス

の賃改定を検討しております。 

　運賃協議会開催にあたっては、あらかじめ住民の意見を反映させる必要な措置を講じな

ければならないと同条５項に規定されています。このことから、意見募集をおこないますの

で、幅広いご意見をお寄せいただきますようお願いいたします。 

 

２，趣旨 

　松江市における路線バス事業は、全国の傾向と同様に、運転士不足の問題や燃料費、部品

価格、人件費などの運行維持コストの上昇の問題を抱えるなど、大変厳しい状況が続いてい

ます。 

　このような状況下、一畑バスと松江市交通局では、安定的で持続可能な運行を行うため

「（仮称）松江地区乗合バス事業共同運行計画」の策定を進めております。本計画では、2社

局が連携して不足する運転士を補い合うための一部路線での共同運行や等間隔運行、また、

経営基盤強化のための運賃改定を予定しています。 

　当該計画における運賃改定は、松江市内全域で運行する生活路線を対象路線としており、

一畑バスが自主路線として運行する「隠岐汽船接続バス（レインボー接続線・フェリー接続

線）」については対象外となっていますが、運行維持コストの上昇の影響は生活路線と同様

で、路線を維持していくためには収益向上が必要です。 

　一畑バスでは、運賃改定による適正な収益を確保し、安定した路線維持及びサービス品質

の向上に努めてまいります。 

 

３，運賃改定（案）の概要 

（１）対象路線 

　・レインボー接続線（松江駅⇔七類　松江駅⇔境港） 

　・フェリー接続線　（松江駅⇔七類　松江駅⇔境港） 

（２）添付資料 

　別添１　運賃概要（旧・新） 

　別紙①　改定予定運賃表 

　別紙②　回数券設定表（旧・新） 

　別紙③　荷物運賃表　（旧・新） 

（３）改定予定日 

　　令和 8年 4月 1日



別紙①

【現行】

● 運賃区分

大人 中学生以上 大人運賃（運賃表のとおり）

小児 小学生 小児運賃（運賃表の半額）

幼児
1才から6才まで
（未就学児）

小児運賃（運賃表の半額）

乳児 1才未満 無償

※ 小児運賃は大人運賃の半額（端数は10円単位に切り上げ）

● 小児（小学生）以上1人につき、同乗する幼児１人まで無料です。

大人1人分の運賃

大人1人分と小児2人分の運賃

小児1人分の運賃

● 現行運賃表

隠岐汽船接続連絡バス運賃表
現行／令和8年4月改定予定

こんな場合は・・・？

大人1人 幼児1人

大人1人 幼児３人

小児1人 幼児1人

現行

七類港・境港

大人 1,050円

小人 530円

附属学園入口 大人 990円

レインボープラザ前 小人 500円

松江駅



【改正】

● 運賃区分

大人 中学生以上 大人運賃（運賃表のとおり）

小児 小学生 小児運賃（運賃表の半額）

幼児
1才から6才まで
（未就学児）

小児運賃（運賃表の半額）

乳児 1才未満 無償

※ 小児運賃は大人運賃の半額（端数は10円単位に切り上げ）

● 小児（小学生）以上1人につき、同乗する幼児３人まで無料です。

大人1人分の運賃

大人1人分と小児１人分の運賃

小児1人分の運賃

● 改定運賃表

こんな場合は・・・？

大人1人 幼児1人

大人1人 幼児４人

小児1人 幼児1人

改定後

七類港・境港

大人 1,200円

小人 600円

附属学園入口 大人 1,100円

レインボープラザ前 小人 550円

松江駅



【別添１】旧 

１．運賃の種類及び額 

 
２．旅客運賃の計算方 

 ア．小児運賃は大人運賃の半額とし、１０円未満の端数は１０円単位に切り上げる。 

 イ．運賃計算上の端数は、表定運賃によるものを除いて１０円単位に四捨五入する。 

 ウ．運賃計算上最低運賃に満たない場合は、割引運賃を除き以下の最低運賃を適用する。 

   片道普通旅客運賃 大人１６０円 小児８０円 

 エ．団体旅客運賃の計算方法は次のとおりとする。 

  (ｱ) 割引率  普通団体旅客運賃･･････････１割引 

        学生団体旅客運賃･･････････２割引 

  (ｲ) 計算方法 

   ＊大人団体旅客運賃･･････････大人片道普通旅客運賃×人員×（１－割引率） 

   ＊小児団体旅客運賃･･････････小児片道普通旅客運賃×人員×（１－割引率） 

   ＊大人と小児が混乗する場合 

   （大人片道普通旅客運賃×人員＋小児片道普通旅客運賃×人員）×（１－割引率） 

   ＊大人と学生等割引率が異なる者が混乗する場合 

      大人片道普通旅客運賃×人員×（１－割引率）＋大人片道普通旅客運賃×人員× 

（１－割引率） 

    ※尚、小学生以下の場合は小児運賃となる。 

３．小荷物運賃の計算方 

  (ｱ) 運賃を計算する場合の重量はｋｇ単位とし、ｋｇ未満の端数は切り上げる。 

  (ｲ) 運賃を計算する場合の端数は１０円単位に四捨五入する。 

 

４．運賃の適用方法 
（１）この運賃は、当社の一般バスで旅客及び物品を運送する場合に適用する。 

（２）運賃区界でない停留所から乗降する旅客の運賃は、指定停留所を除いてその停留所の外 

方にある運賃区界停留所からの運賃を適用する。 

  指定停留所から乗降する旅客の運賃は、当該運賃区界停留所からの運賃を適用する。 

（３）大人運賃と小児運賃の区分は、次に揚げる区分による。 

   大人運賃･･････････中学生以上の者 

   小児運賃･･････････小学生以下の者 

（４）旅客運賃の適用方法は、次のとおりとする。 

 旅 客 運 賃 の 種 類 額
 

普通旅客運賃
片道普通旅客運賃

当該路線の運賃表は別紙①
 特殊普通旅客運賃
 

回数旅客運賃
普通回数旅客運賃

別紙②
 特殊回数旅客運賃
 荷物運賃

別紙③
 小荷物運賃



 ア．普通旅客運賃 

  (ｱ) 片道普通旅客運賃は、旅客が片道１回乗車する場合に適用する。 

  (ｲ) 普通乗車券を使用する旅客が途中下車したときは、原則として前途の区間の乗車を 

認めない。 

  (ｳ) 特殊普通旅客運賃のうち「団体旅客運賃」は以下の場合に適用する。 

   ＊ 団体旅客運賃は、旅行目的、行程を同じくする者（同一運賃を適用する団体）で 

構成された１０名以上の旅客が一般客と混乗して乗車する場合に適用する。 

   ＊ 学生団体旅客運賃を適用する旅客の範囲は、通学定期旅客運賃等で定めた適用 

範囲の旅客とその付添人（教職員及び旅行あっせん人を含む）とする。 

   ＊ 団体旅客運賃は、原則として座席定員制及び座席指定制の自動車には適用しない。 

       (ｴ) 特殊普通旅客運賃のうち「だんだんパスポート」は、東日本大震災等で被災し松江市に避難され

た世帯で、松江市が発行する『だんだんパスポート』の交付を受けた旅客が当社一般バスの松江

管内全線を乗車する場合に適用する。有効とする期間は、２０２５年４月１日～２０２６年３月

３１日の１カ年とする。 

(ｵ) 特殊普通旅客運賃のうち「松江・出雲旅 PASS２Days」は、当社一般バスの全線を使用開始日か

ら連続する２日間乗車する場合に適用し、乗車回数は制限しない。 

    (ｶ) 特殊普通旅客運賃のうち西日本旅客鉄道㈱が発行する「松江出雲 tabiwa ぐるりんパス」は、当

社一般バスの全線を使用開始日から連続する２日間乗車する場合に適用し、乗車回数は制限しな

い。 

 

イ．回数旅客運賃 

(ｱ) 乗降停留所を指定しない回数旅客運賃は、旅客が片道普通旅客運賃設定区間内の不特定停留所

間を多回数乗車する場合に適用する。 

  (ｲ) 回数乗車券を使用する旅客が途中下車したときは、前途の区間の乗車を認めない。 

 

 ウ．その他の旅客運賃の割引の種類及び適用方法は、次のとおりとする。 

  (ｱ) 身体障害者に対する割引 

 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及び介

護人（当社において介護人を必要と認める場合）とする。 

  (ｲ) 知的障害者に対する割引 

療育手帳制度要項に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及び付添人（当社にお

いて付添人を必要と認める場合）とする。 

  (ｳ) 児童福祉法の適用を受ける者に対する割引 

   児童福祉法第１２条の４及び第４０条から第４４条までに規定する諸施設により養護又は保護

   を受けている者及び付添人（当社において付添人を必要と認める場合）とする。 

  (ｴ) 精神障害者に対する割引 

   精神保健福祉法第４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とする。 

 

 エ．重複割引の取扱いについて（重複の割引を適用しない場合） 

  運賃の割引で２つ以上の割引に該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃の割引を適用しな

  い。 



（５） 小荷物運賃の適用方法は、次のとおりとする。 

  (ｱ) 小荷物運賃は、荷主から物品の運送を引き受けた場合に適用する。 

(ｲ) 普通小荷物運賃は、次の(ｳ)～(ｶ)に規定するものを除いた小荷物をその都度の契約によって運送

    する場合に適用する。 

  (ｳ) 特別扱新聞紙運賃は、あらかじめ当社の承認を受けた場合に適用する。 

(ｴ) 特別扱週刊誌運賃は、あらかじめ当社の承認を受けた週刊誌又はこれに準ずる雑誌を運送する場

合に適用する。 

  (ｵ) 定期小荷物運賃は、普通小荷物について同一区間を継続的に往復運送するものであって、あらか

   じめ３０日以上の期間を定めて契約した運送をする場合に適用する。 

  (ｶ) 回数小荷物運賃は、普通小荷物について同一区間を多回数片道運送するものであって、あらかじ

   め契約して運送する場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別添１】新 

１．運賃の種類及び額 

 
２．旅客運賃の計算方 

 ア．小児運賃は大人運賃の半額とし、１０円未満の端数は１０円単位に切り上げる。 

 イ．運賃計算上の端数は、表定運賃によるものを除いて１０円単位に四捨五入する。 

 ウ．運賃計算上最低運賃に満たない場合は、割引運賃を除き以下の最低運賃を適用する。 

   片道普通旅客運賃 大人２５０円 小児１３０円 

 エ．団体旅客運賃の計算方法は次のとおりとする。 

  (ｱ) 割引率  普通団体旅客運賃･･････････１割引 

        学生団体旅客運賃･･････････２割引 

  (ｲ) 計算方法 

   ＊大人団体旅客運賃･･････････大人片道普通旅客運賃×人員×（１－割引率） 

   ＊小児団体旅客運賃･･････････小児片道普通旅客運賃×人員×（１－割引率） 

   ＊大人と小児が混乗する場合 

   （大人片道普通旅客運賃×人員＋小児片道普通旅客運賃×人員）×（１－割引率） 

   ＊大人と学生等割引率が異なる者が混乗する場合 

      大人片道普通旅客運賃×人員×（１－割引率）＋大人片道普通旅客運賃×人員× 

（１－割引率） 

    ※尚、小学生以下の場合は小児運賃となる。 

３．小荷物運賃の計算方 

  (ｱ) 運賃を計算する場合の重量はｋｇ単位とし、ｋｇ未満の端数は切り上げる。 

  (ｲ) 運賃を計算する場合の端数は１０円単位に四捨五入する。 

 

４．運賃の適用方法 
（１）この運賃は、当社の一般バスで旅客及び物品を運送する場合に適用する。 

（２）運賃区界でない停留所から乗降する旅客の運賃は、指定停留所を除いてその停留所の外 

方にある運賃区界停留所からの運賃を適用する。 

  指定停留所から乗降する旅客の運賃は、当該運賃区界停留所からの運賃を適用する。 

（３）大人運賃と小児運賃の区分は、次に揚げる区分による。 

   大人運賃･･････････中学生以上の者 

   小児運賃･･････････小学生以下の者 

（４）旅客運賃の適用方法は、次のとおりとする。 

 旅 客 運 賃 の 種 類 額
 

普通旅客運賃
片道普通旅客運賃

当該路線の運賃表は別紙①
 特殊普通旅客運賃
 

回数旅客運賃
普通回数旅客運賃

別紙②
 特殊回数旅客運賃
 荷物運賃

別紙③
 小荷物運賃



 ア．普通旅客運賃 

  (ｱ) 片道普通旅客運賃は、旅客が片道１回乗車する場合に適用する。 

  (ｲ) 普通乗車券を使用する旅客が途中下車したときは、原則として前途の区間の乗車を 

認めない。 

  (ｳ) 特殊普通旅客運賃のうち「団体旅客運賃」は以下の場合に適用する。 

   ＊ 団体旅客運賃は、旅行目的、行程を同じくする者（同一運賃を適用する団体）で 

構成された１０名以上の旅客が一般客と混乗して乗車する場合に適用する。 

   ＊ 学生団体旅客運賃を適用する旅客の範囲は、通学定期旅客運賃等で定めた適用 

範囲の旅客とその付添人（教職員及び旅行あっせん人を含む）とする。 

   ＊ 団体旅客運賃は、原則として座席定員制及び座席指定制の自動車には適用しない。 

       (ｴ) 特殊普通旅客運賃のうち「だんだんパスポート」は、東日本大震災等で被災し松江市に避難され

た世帯で、松江市が発行する『だんだんパスポート』の交付を受けた旅客が当社一般バスの松江

管内全線を乗車する場合に適用する。有効とする期間は、２０２５年４月１日～２０２６年３月

３１日の１カ年とする。 

(ｵ) 特殊普通旅客運賃のうち「松江・出雲旅 PASS２Days」は、当社一般バスの全線を使用開始日か

ら連続する２日間乗車する場合に適用し、乗車回数は制限しない。 

    (ｶ) 特殊普通旅客運賃のうち西日本旅客鉄道㈱が発行する「松江出雲 tabiwa ぐるりんパス」は、当

社一般バスの全線を使用開始日から連続する２日間乗車する場合に適用し、乗車回数は制限しな

い。 

 

イ．回数旅客運賃 

(ｱ) 乗降停留所を指定しない回数旅客運賃は、旅客が片道普通旅客運賃設定区間内の不特定停留所

間を多回数乗車する場合に適用する。 

  (ｲ) 回数乗車券を使用する旅客が途中下車したときは、前途の区間の乗車を認めない。 

 

 ウ．その他の旅客運賃の割引の種類及び適用方法は、次のとおりとする。 

  (ｱ) 身体障害者に対する割引 

 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及び介

護人（当社において介護人を必要と認める場合）とする。 

  (ｲ) 知的障害者に対する割引 

療育手帳制度要項に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及び付添人（当社にお

いて付添人を必要と認める場合）とする。 

  (ｳ) 児童福祉法の適用を受ける者に対する割引 

   児童福祉法第１２条の４及び第４０条から第４４条までに規定する諸施設により養護又は保護

   を受けている者及び付添人（当社において付添人を必要と認める場合）とする。 

  (ｴ) 精神障害者に対する割引 

   精神保健福祉法第４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とする。 

 

 エ．重複割引の取扱いについて（重複の割引を適用しない場合） 

  運賃の割引で２つ以上の割引に該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃の割引を適用しな

  い。 



 

（５） 小荷物運賃の適用方法は、次のとおりとする。 

  (ｱ) 小荷物運賃は、荷主から物品の運送を引き受けた場合に適用する。 

(ｲ) 普通小荷物運賃は、次の(ｳ)～(ｶ)に規定するものを除いた小荷物をその都度の契約によって運送

    する場合に適用する。 

  (ｳ) 特別扱新聞紙運賃は、あらかじめ当社の承認を受けた場合に適用する。 

(ｴ) 特別扱週刊誌運賃は、あらかじめ当社の承認を受けた週刊誌又はこれに準ずる雑誌を運送する場

合に適用する。 

  (ｵ) 定期小荷物運賃は、普通小荷物について同一区間を継続的に往復運送するものであって、あらか

   じめ３０日以上の期間を定めて契約した運送をする場合に適用する。 

  (ｶ) 回数小荷物運賃は、普通小荷物について同一区間を多回数片道運送するものであって、あらかじ

   め契約して運送する場合に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙② 

 

普通回数旅客運賃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 種類 券種 枚数 運賃額 割引率 摘要

 

普通回数旅客運賃

１０円券 １１枚 １００円 ９．１％ 乗降停留所を指定しないもの

 ２０円券 １１枚 ２００円 ９．１％ 乗降停留所を指定しないもの

 ３０円券 １１枚 ３００円 ９．１％ 乗降停留所を指定しないもの

 ４０円券 １１枚 ４００円 ９．１％ 乗降停留所を指定しないもの

 ５０円券 １１枚 ５００円 ９．１％ 乗降停留所を指定しないもの

 ６０円券 １１枚 ６００円 ９．１％ 乗降停留所を指定しないもの

 ７０円券 １１枚 ７００円 ９．１％ 乗降停留所を指定しないもの

 ８０円券 １１枚 ８００円 ９．１％ 乗降停留所を指定しないもの

 ９０円券 １１枚 ９００円 ９．１％ 乗降停留所を指定しないもの

 ※１００円券以上は１０円毎に１，０００円まで設定（枚数、割引率は上記と同じ）



別紙③ 
 
小荷物運賃 

 

 区  分 運 賃 額 摘 要

 手荷物運賃 小児片道普通旅客運賃相当額

 郵便物運賃 国土交通省告示による額

 
特
別
扱
新
聞
紙
運
賃

新聞紙
重
　
　
量

１ｋｇ未満 １，５８０円

 １ｋｇ以上３ｋｇ未満 ２，１８０円

 ３ｋｇ以上５ｋｇ未満 ３，１５０円

 ５ｋｇ以上７ｋｇ未満 ３，６４０円

 ７ｋｇ以上９ｋｇ未満 ４，２６０円

 ９ｋｇ以上 １ｋｇ増す毎に ３７０円 加算

 
特
別
扱
週
刊
誌
運
賃

新聞社の発行する週刊誌
重
　
　
量

１ｋｇ未満 ６７０円

 １ｋｇ以上３ｋｇ未満 ９６０円

 ３ｋｇ以上５ｋｇ未満 １，５８０円

 ５ｋｇ以上７ｋｇ未満 １，７００円

 ７ｋｇ以上９ｋｇ未満 １，９５０円

 ９ｋｇ以上 １ｋｇ増す毎に ３７０円 加算

 

普
通
小
荷
物
運
賃

１個につき 

 

重量：１０ｋｇ未満 

容積：０．００８㎥未満

運
送
区
間
の
大
人
片
道
普
通
運
賃

２００円まで 大人片道普通旅客運賃相当額

 ２１０円から  ２９０円まで ４００円

 ３００円から  ３９０円まで ４４０円

 ４００円から  ４９０円まで ５００円

 ５００円から  ５９０円まで ６１０円

 ６００円から  ７９０円まで ７１０円

 ８００円から１，０００円まで ７６０円

 １，０１０円以上 ８８０円

 

重量：１０ｋｇ以上 

   ２０ｋｇまで 

容積：０．００８㎥以上 

   ０．０６４㎥まで

運
送
区
間
の
大
人
片
道
普
通
運
賃

２００円まで 大人片道普通旅客運賃相当額

 ２１０円から  ２９０円まで ４５０円

 ３００円から  ３９０円まで ６４０円

 ４００円から  ４９０円まで ７１０円

 ５００円から  ５９０円まで ７６０円

 ６００円から  ７９０円まで ８８０円

 ８００円から１，０００円まで ９５０円

 １，０１０円以上 １，０６０円

 

小荷物の割引

一定の区間を継続的に行う運送であって、予め１か月以

上の期間を定めて契約した小荷物

定期制（往復運送）３割引 

（片道は空箱、空缶の場合を含む）

 一定の区間を多回数片道運送するものであって、予め契

約した普通小荷物

回数制（片道運送） 

２割引･･････１０片券


